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１ 第３期長崎市教育大綱について 

（１）教育大綱について 

○長崎市教育大綱の位置付け 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正（平成２７年４月１日施行）により、地方公共団体の長は、地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下「教育大綱」という。）を定めることとされている。 

長崎市教育大綱は、まちづくりの指針である「長崎市総合計画」に基づき、「個性輝く世界都市」、「希望あふれる人間都市」という将来の都市

像の実現をめざし、未来の長崎を担う人材育成を進めるにあたり、教育に関する方向性を明確にすることを目的として策定している。 

なお、「教育大綱」を定め、又は変更する場合は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される「総合教育会議」において協議することとさ

れている。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画期間（総合計画との整合を図る） 

第１期：平成28年度～令和３年度（６年）【第四次総合計画後期基本計画期間】 

第２期：令和４年度～令和７年度（４年）【第五次総合計画前期基本計画期間】 

第３期：令和８年度～令和12年度（５年）【第五次総合計画後期基本計画期間】 

長崎市教育方針 

第５次長崎市 

教育振興基本計画 

長崎市教育委員会 

基本構想 

 

めざす将来の都市像を 

実現するための施策 

基本計画のうち教育関連部分 

 

 

 
 

教育委員会 

所管部分 

長崎市第五次総合計画 

基本計画 

めざす将来の都市像 

教育政策に関する方向性を 

明確にするもの 

長崎市教育大綱 

 

めざすすがた 

ひとづくりの基本姿勢 
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A 1 地域の個性を守り、活かし、伝えます

A 2 交流のための都市機能を高め、賑わいを創出し、観光まちづくりを進めます

A 3 国際交流を推進し、互いの文化を理解することで、国際性を豊かにします

B 1 被爆の実相を伝え続けます

B 2 核兵器廃絶の実現に向け行動するとともに、平和の文化を醸成します

C 1 地場事業者の成長を支援します

C 2 新たな産業活力を生み出します

C 3 水産農林業を環境変化に強く次世代につながる持続可能な産業にします

D 1 ゼロカーボンシティ長崎の実現に向けた取組みを進めます

D 2 自然環境や資源を守り大切にする社会の実現に向けた取組みを進めます

E 1 地域の連携・協力を促進し、防災体制を充実します

E 2 犯罪、事故などのトラブルに遭わない地域をつくります

E 3 快適な暮らしやすい市街地を形成します

E 4 移動しやすい環境をつくります

F 1 人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちづくりを進めます

F 2 高齢者が安心して自分らしい暮らしを続けられる地域づくりを進めます

F 3 障害者が安心して自分らしく暮らせるまちづくりを進めます

F 4 こどもが夢や希望を持って健やかに成長できるまちづくりを進めます

F 5 原爆被爆者等の援護を充実します

F 6 生活困窮者等に必要な支援を充実します

F 7 こころもからだも健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます

G 1 新たな時代を生きぬく子どもを育みます

G 2 だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります

G 3 スポーツ・レクリエーション活動を推進します

G 4 芸術文化あふれる暮らしを創出します

H 1 多様な主体が情報共有しながら参画と協働によるまちづくりを進めます

H 2 市民に信頼される市役所にします

（２）「長崎市第五次総合計画 後期基本計画」と「第３期長崎市教育大綱」について

長崎市第五次総合計画　後期基本計画（令和８年度～12年度） 第３期長崎市教育大綱（令和８年度～12年度）

後期基本計画の基本施策（２７項目）まちづくりの方針（８項目）

将来の都市像

Ａ 私たちは「独自の歴史・文化を活かし、

多様な交流と満足を生み出すまち」

をめざします

Ｂ 私たちは「平和を愛し、平和の文化を

育むまち」をめざします

Ｃ 私たちは「人や企業に選ばれ、産業

が進化し続けるまち」をめざします

Ｄ 私たちは「環境と調和した持続可能

なまち」をめざします

Ｅ 私たちは「だれもが安全安心で快適

に暮らし続けられるまち」をめざします

Ｆ 私たちは「みんなで支え合い、だれも

が健康にいきいきと暮らせるまち」を

めざします

Ｇ 私たちは「未来を創る人を育み、

だれもが学び、楽しみ続けられるまち」

をめざします

Ｈ 私たちは「参画と協働によるまちづく

りと確かな行政経営を進めるまち」を

めざします

個性輝く世界都市

希望あふれる人間都市

まちづくりの

基本姿勢
つながりと創造で

新しい長崎へ

１ 心と体を育み、自ら学び、考え、

行動するひと

３ 多様性を認め合い、思いやりの心

を持ち、支え合って生きるひと

４ 国際性豊かで、持続可能な世界の

実現に貢献するひと

５ 被爆の実相を継承し、平和の実現

に貢献するひと

６ 長崎を愛する心を持ち、まちを支え、

未来へつなぐひと

ひとづくりの基本姿勢

つながりと創造で未来の長崎へ

基本理念
基 本 構 想

長崎の未来を創るひとづくり

めざすすがた

めざす

２０３０年の姿

１ みんなでつながって、暮らしやすさをつくり続けています

２ 産業がもたらす活力と技術の進歩を取り入れ、生活の質が高まっています

３ 交流の歴史に培われた多様な魅力で人を惹きつけています

４ 平和な世界、持続可能な世界の実現に貢献しています

「
ひ
と
づ
く
り
」の
主
な
要
素

２ 生涯を通じて、学び続けるひと

将来の

都市像を

実現できる

人材の育成

後期基本計画において基本構想は変わらず、大きな方向性の変更はないことから、第３期教育大綱についても基本的には第２期教

育大綱における「めざすすがた」を継承する。
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（４）令和７年 11月議会及びパブリック・コメントにおける主な意見への対応 

 

【パブリック・コメントの結果概要】 

実施期間：令和７年 11月 25日（火）～令和７年 12月 25日（木） 

回答者数：４名（意見数：５件） 

 

●主な意見・質問 

意見・質問 回答 

第２期教育大綱の検証で、どういった点が進んだ

と考えているのか。 

第 2期の際に「ICTを基盤とした先端技術を効果的な活用を行う」という視点を追加したが、「GIGA

スクール構想」の推進により、実際に学校教育において日常的な ICTの活用が進んだことで人材育

成が推進されたことなどがある。 

理念のようにも見えるが、具体的な取組みはこの

大綱で見通しを示せるのか。 

大綱は大きな方向性を示すものである。具体的な取組みは実施計画などにおいて示すものとして

いる。 

地域教育の人材育成についてはどのように取り

組むのか。 

まちづくりは人づくりである。地域などと連携してやっていくべきと考えている。 

 

●変更点 

No. 変更箇所 意見の内容 変更内容 

１ Ｐ２ 

はじめに 

○「こども基本法」の成立などの国の動きに合わせて、追記を行って

はどうか。 

８行目 

「国が示す『こども基本法』『第４期教育振興基本計

画』や、『学習指導要領』の内容等を踏まえ、」と追記。 

２ Ｐ７ 

めざすすがた 1 

〇「こどもの権利」のことについて総合的な国内法ができ、「こどもの

最善の利益」を考えた、こどもまんなか社会の実現にむけて様々な

施策が行われていることに合わせ「こどもの権利」の記載が必要で

はないか。 

５行目 

「こどもの権利を尊重し、こどもの意見に耳を傾ける

とともに、」を追記。 
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